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※この商品解説書は、商品の概要を解説したものです。

この保険の取扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
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Ⅰ．特定疾病保障保険の仕組みと特徴
１．特定疾病保障（終身・定期）保険とは
この保険は、被保険者が死亡または高度障害状態に該当したとき、および特定の疾病（悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）に罹患し所定の事由に該当したときに、保険金を支払う保険です。被保険者が特定の疾病に罹患した段階で死亡保険金額と同額の特定疾病保険金を支払いますので、高額な治療費、入院費あるいは入院中の家族の生活費などに活用することができます。
終身タイプは、「５年ごと利差配当付」で契約後５年ごとに契約者配当金を支払います。定期タイプは、「無配当」なので契約者配当金はありませんが、その分保険料が割安になっています。

２．仕組図
＜１＞５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
責任準備金の運用益が会社の予定した運用益を超えた場合に、契約後６年目から５年ごとに契約者配当金が支払われます。



終

身

     ▲                                     ▲

    契約                               保険料払込満了

＜２＞特定疾病保障定期保険
無配当保険なので、契約者配当金はありません。



     ▲                      ▲                     ▲

    契約                    満了                    満了

３．用語の説明

＜１＞特定疾病保険金

被保険者が特定の疾病により所定の事由に該当したとき支払う保険金です。

＜２＞死亡（高度障害）保険金

被保険者が死亡（高度障害に該当）したときに支払う保険金です。

４．特徴
＜１＞三大成人病による所定の事由に該当したとき特定疾病保険金が支払われます。
がん、急性心筋梗塞、脳卒中を俗に三大成人病と呼んでいます。かつては不治の病といわれたこれらの病気も医学の進歩のおかげで、早期発見・早期治療をすれば克服することも不可能ではありません。そこで心配なのが、高額な治療費、入院費、あるいはその間の家族の生活費などです。この保険はそのような経済的な不安を少しでも小さくするために、三大成人病にかかった時点で、保険金を一括して支払うものです。

特定疾病保険金を支払うと保険契約は消滅します。
＜２＞死亡・高度障害保険金が支払われます。

通常の終身保険・定期保険と同様の死亡・高度障害に対する保障があります。すでに特定疾病保険金が支払われている場合には、契約が消滅しているので死亡・高度障害保険金は支払われません。
＜３＞保険料の払込免除があります。

被保険者が不慮の事故を原因とする身体障害の状態に該当した場合、次期以降の保険料の払込が免除されます。

＜４＞終身タイプと定期タイプがあります。

終身タイプは５年ごと利差配当付で、一生涯の保障です。定期タイプは無配当なので、配当金はありませんが、その分保険料は割安になっています。

＜５＞特定疾病保障定期保険の場合自動更新することができます。

特定疾病保障定期保険で年満了契約の場合、最長90歳まで健康状態にかかわらず契約を更新することができます。
Ⅱ．商品内容
１．保障内容
特定疾病保障保険の支払事由、支払額、受取人は以下のとおりです。

	保険金
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	特定疾病保険金
	悪性新生物（がん）
	保険金額
	被保険者
	―

	
	
	被保険者が保険期間中に、責任開始期前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき。なお、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。ただし、責任開始期の属する日から起算して90日以内に女性乳房の悪性新生物または男性乳房の悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたときは、特定疾病保険金を支払いません。
	
	
	

	
	急性心筋梗塞
	
	
	

	
	
	被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき
(1)急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき

(2)急性心筋梗塞を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において、つぎのいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術
②先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
	
	
	

	
	脳卒中
	
	
	

	
	
	被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき
(1)脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき

(2)脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において、つぎのいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術
②先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
	
	
	


	保険金
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	死亡

保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	保険金額
	死亡

保険金

受取人
	次のいずれかにより被保険者が死亡したとき

（１）責任開始期の属する日から起算して３年以内の自殺

（２）保険契約者または死亡保険金受取人の故意

	高度障害保険金
	被保険者が保険期間中に高度障害状態に該当したとき
	
	被保険者
	次のいずれかにより被保険者が高度障害状態に該当したとき

（１）保険契約者の故意

（２）被保険者の故意


（注１）特定疾病保険金・高度障害保険金が支払われた場合には、それぞれの支払事由に該当したときから、保険契約は消滅します。

（注２）被保険者が責任開始前に悪性新生物にかかり診断確定されていた場合は、責任開始期以降に新たながんにかかったとしても保障しません。つまり、一度でもがんにかかったことのある人は特定疾病保障保険に加入できません。

（注３）労働の制限を必要とする状態とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態を指します。

(注４) 急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした所定の手術については、平成29 年4月2日以降に受けた手術が保障の対象となります。
２．保険金支払例

＜１＞がんに罹患した場合

特定疾病保険金の支払をもって保険契約は消滅しますので、その後に被保険者が死亡した場合でも死亡保険金の支払はしません。



＜２＞急性心筋梗塞を発病した場合

①急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき（所定の手術を受けていない）


②急性心筋梗塞を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき




＜３＞交通事故で死亡の場合


Ⅲ．特定疾病の定義
■この保険における「特定疾病」とは次に定めるものをいいます。

１．悪性新生物（がん）

悪性新生物とは、悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴づけられる疾病（ただし、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、および上皮内がんを除く）をいい、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に基づく「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」（以下「統計分類提要」という）に記載された分類項目中、次の基本分類表番号に規定される内容によるものをいいます。

	分類項目
	基本分類表番号

	口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（170～175）のうち、
・骨および関節軟骨の悪性新生物
・結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物
・皮膚の悪性黒色腫
・女性乳房の悪性新生物
・男性乳房の悪性新生物
	170

171

172

174

175


	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208


悪性新生物とは悪性腫瘍と同じ意味であり、一般的に使われる広義の「がん」のことです。がんという名がついていない「悪性リンパ腫」「白血病」「骨肉腫」「多発性骨髄腫」なども悪性新生物の一種です。
細胞は古くなると死んで、新しい細胞と入れ替わります。新しく作られた細胞は、死んだ細胞のコピーともいえるもので、数、形、性質がもとの細胞と全く同じものになります。この過程が狂い、細胞が突然変異を起こし、もとの細胞とは数、形、性質が全く異なる細胞が発生したものががん細胞です。正常な細胞は、もとの数だけ細胞が再生すると、それ以上増殖しない機能が働きますが、がん細胞はこの機能が働かず「無制限」に増殖します。

がん細胞が周囲の細胞に浸潤（しみこんでいく）し、周りの正常細胞を破壊することを浸潤破壊的増殖といいます。がんの手術をするとき周りの組織も切除しなければならないのはこのためです。
上皮内がんとはごく早期のがんの段階です。粘膜の一番上層の上皮内にとどまっている状態をいいます。この段階で発見されればほぼ100％治癒します。特定疾病保障保険では保障の対象にはなりません。
悪性黒色腫とは足の裏や手のひらにできる皮膚がんで、非常に初期の段階から転移をして、がんの中で最も質の悪いものとされています。特定疾病保障保険では、この悪性黒色腫は保障の対象となりますが、それ以外の皮膚がんは保障の対象にはなりません。
責任開始日から90日以内に発病した乳がんについては特定疾病保障保険の支払の対象になりません。

（参考）支払の対象となる特定疾病

	悪性新生物
	・口腔および咽頭の悪性新生物（舌がん等）
・消化器および腹膜の悪性新生物（胃がん等）
・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物（肺がん等）
・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（乳がん等）
・泌尿生殖器の悪性新生物（子宮がん等）
・その他および部位不明の悪性新生物（悪性脳腫瘍等）
・リンパ組織および造血組織の悪性新生物（白血病等）
ただし、上皮内がん（子宮頸がん0期・食道上皮内がん等、病変が上皮内に限定しているもの）、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日より90 日以内に診断確定された乳がんを除きます。

	急性心筋梗塞
	・虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみ
（狭心症等を除きます。）

	脳卒中
	・脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞（脳血栓・脳塞栓）


（注１）被保険者が責任開始期前に悪性新生物にかかり診断確定されていた場合は、責任開始期以降に新たながんにかかったとしても保障しません。つまり、一度でもがんにかかったことのある人は本保険に加入できません。

（注２）被保険者が責任開始期から90日以内に「乳がん」と診断確定された場合は保障しません。その後新たに「乳がん以外」で支払対象となる悪性新生物に罹患したと診断確定された場合は保障します。

（参 考）特定疾病保障保険と終身がん保険（Ｃ３）（がん診断給付型）との比較

	比較内容
	特定疾病保障保険
	終身がん保険（Ｃ３）（がん診断給付型）

	対象とする

悪性新生物
	下記以外の悪性新生物
	対象
	上皮内がんを含む全ての悪性新生物が対象

	
	皮膚

がん
	悪性黒色腫
	対象
	

	
	
	悪性黒色腫以外
	対象外
	

	
	上皮内がん
	対象外
	

	対象とする

悪性新生物

に対する

責任開始
	責任開始期

ただし、乳がんについては責任開始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
	保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月を経過した日の翌日

	診断確定

の 要 件
	医師よる病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき
	医師による病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき

	支払事由
	被保険者が責任開始期以後に、責任開始期前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき。なお、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
	（がん診断給付金）

被保険者が責任開始日以後の保険期間中かつ被保険者の生存中に、つぎのいずれかに該当したとき
①  初めてがんと診断確定されたとき
②  がん診断給付金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて１年を経過した日の翌日以後に、新たにがんと診断確定されたとき
被保険者ががん診断給付金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて１年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、その該当した日にがん診断給付金の支払事由に該当したものとみなして、がん診断給付金を支払います（保険期間を通じ一乳房につき１回を限度として、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料が算定される別表３に定める乳房再建術に伴う治療を含めます。）。ただし、その該当した日において、被保険者が治癒または寛解状態でない場合に限ります。
(1)  責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、病院または診療所における入院を開始したとき
(2)  責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、病院または診療所における入院を継続しているとき
(3)  責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、病院または診療所における医師の治療処置を伴う外来治療を受けたとき。ただし、がんの消滅・破壊、がんの発育・増殖の抑制またはがん性疼痛の緩和を直接の目的とした治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。


※治癒または寛解状態とは、がんを治療したことにより、がんが認められない状態のことをいいます。
２．急性心筋梗塞

急性心筋梗塞とは、「冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死におちいった疾病（原則として次の(1)～(3)を満たすものをいいます。(1)典型的な胸部痛の病歴、(2)新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化、(3)心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇）」をいい、かつ「統計分類提要」に記載された分類項目中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

	分類項目
	基本分類表番号

	虚血性心疾患（410～414）のうち、
・急性心筋梗塞
	410


心臓は心筋という丈夫な筋肉でできています。心筋が働くにもエネルギーが必要です。そのための、血液を心臓に送っているのが冠状動脈です。冠状動脈には右冠状動脈と左冠状動脈があり、心臓の表面をとりまいています。

冠状動脈の異常により心筋に十分な血液がいかない障害を虚血性心疾患といいます。
虚血性心疾患の代表が狭心症と心筋梗塞です。血液の流れが少なくなると、胸痛が起こります。このような状態の人の病名を狭心症といいます。心筋に流れる血液が極端に少なくなったり、途絶えたりすると心筋の細胞は死んで（壊死）しまいます。この状態が心筋梗塞です。狭心症と心筋梗塞の違いは壊死の有無の違いといえます。特定疾病保障保険では、狭心症は保障しません。
急性心筋梗塞とは現在症状のない過去の心筋梗塞（陳旧性心筋梗塞）に対して、現在胸痛等症状のある心筋梗塞をいいます。

３．脳卒中

脳卒中とは、「脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる）により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病」をいい、かつ、「統計分類提要」に記載された分類項目中、次の基本分類番号に規定されるものをいいます。
	分類項目
	基本分類表番号

	脳血管疾患（430～438）のうち、
・くも膜下出血
・脳内出血
・脳動脈の狭塞
	430

431

434


脳は４本の脳動脈によって送られてくる血液によって活動しています。脳動脈は何段階にも枝分かれして細くなり、脳の隅々まで血液を供給しています。この動脈に頭蓋内出血（血管の破裂、脳溢血ともいいます）や脳動脈の狭塞（動脈のつまり、脳梗塞ともいいます）という異常が起こり、血液の循環が円滑に行われなくなると、その動脈から血液の供給を受けていた脳の部分に障害が起こり、手足の麻痺・言語障害・呼吸困難という症状が現れます。このような症状が脳卒中です。
頭蓋内出血には脳の中に出血する脳内出血と脳の表面を直接覆っている軟膜とその外側のくも膜との隙間に出血するくも膜下出血とがあります。
脳動脈の狭塞には脳動脈がつまる原因から脳血栓と脳塞栓の２種類あります。脳血栓は動脈硬化により動脈が狭くなると、血流のよどみができます。そのために血栓（血液の固まり）が生じ、血管がつまるものです。脳塞栓は、脳以外に発生した血栓（心臓に発生した血栓がもっとも多い）、細菌、腫瘍、脂肪などが、血液中を流れてきて脳の動脈にひっかかって、血管をつまらせるものです。

Ⅳ．保険種類の変換・付加できる特約

１．５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険

他の保険への変換の取扱はありません。

２．無配当特定疾病保障定期保険

保険期間満了前で、かつ被保険者が満85歳以前であれば、被保険者選択を受けることなく、他の保険に変換することができます。
ただし、変換後の保険金額は、変換前の特定疾病保障定期保険の保険金額以下とします。
※ 詳しくは、新契約取扱規定等を参照ください。
３．付加できる特約

５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、無配当特定疾病保障定期保険に付加できる特約は、新契約取扱規定等を参照ください。
Ⅴ．約款上の留意事項


１．保険金等の支払期限

保険金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。

ただし、保険金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。

（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　

60日

（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　

照会や調査の内容により　90日・120日・180日

２．受取人の変更

＜１＞契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。

＜２＞契約者は法律上有効な遺言によっても、死亡保険金受取人を変更することができます。

３．未経過保険料の返還

払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注１）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払込まれた保険料（注２）のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。

【計算式】

・年払の場合

未経過保険料＝年払保険料×未経過月数÷１２

・半年払の場合

未経過保険料＝半年払保険料×未経過月数÷６

（注１）主契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払による消滅等を含みます。

（注２）保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。
４．保険金の受取人による保険契約の存続（介入権）

＜１＞債権者等の解約について

契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。






＜２＞保険金の受取人による保険契約の存続

（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人は契約を存続させることができます。

①　契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること

②　契約者でないこと

（２）保険金の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。

①　契約者の同意を得ること

②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額）を債権者等に支払うこと

③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）





＜３＞解約の通知が会社に到着した時から１か月の間に死亡保険金・特定疾病保険金・高度障害保険金の支払事由が発生した場合の取扱い

　　　　　会社が死亡保険金・特定疾病保険金・高度障害保険金を支払うときは、その保険金額の範囲内で、解約返戻金相当額を債権者等に支払います。

この場合、保険金額から債権者等に支払う解約返戻金相当額を引いた残額があれば、その残額を保険金の受取人に支払います。





	債権者等に支払う金額
	受取人に支払う金額

	解約返戻金相当額

（保険金額が限度）
	保険金額から債権者等に支払った解約返戻金相当額を引いた残額


Ⅵ．契約内容の変更

■契約内容の変更については下表のとおりですが、取扱の詳細は、保全等の取扱規定を参照してください。

	項目
	特定疾病保険終身保険
	特定疾病保障定期保険

	保険金額の減額
	○
	○

	保険金額の増額
	×
	○

	払済保険への変更
	○
	×

	延長保険への変更
	○
	×

	原保険契約への復旧
	○
	×

	保険期間の変更
	×
	○

	保険料払込期間の変更
	○
	○

	保険料の自動振替貸付
	○
	×

	契約者貸付
	○
	×

	自動更新
	×
	○

	他の保険への変換
	×
	○

	保険料の払込免除
	○
	○


Ⅶ．Ｑ＆Ａ

Ｑ：胃がんに罹患し、特定疾病保険金の支払を受けた後に死亡した場合、死亡保険金は支払われますか？

Ａ：死亡保険金を支払う前に特定疾病保険金が支払われた場合、死亡保険金は支払われません。

Ｑ：責任開始日以前にがんに罹患したことがある被保険者が、責任開始以後に発病したがんを理由に特定疾病保険金の支払を受けることはできますか？

Ａ：がんによる特定疾病保険金の支払は、保険期間中に生まれて初めてがんに罹患した場合のみです。

Ｑ：がん、急性心筋梗塞、脳卒中以外の理由で死亡した場合、保障されますか？

Ａ：その場合、死亡保険金が支払われます。

Ｑ：特定疾病保険金では支払われない悪性新生物はありますか？

Ａ：上皮内がんと、皮膚がん（ただし、悪性黒色腫は除く）は治癒する可能性が高いことから、特定疾病保険金の支払対象外となります。

Ｑ：責任開始日から１か月後に乳がんと診断確定されましたが、特定疾病保険金の支払対象になりますか？

Ａ :責任開始日から90日以内に罹患した乳がんについては特定疾病保険金は支払いません。ただしこの場合、その後乳がん以外の悪性新生物に罹患したときは特定疾病保険金を支払います。

Ｑ：狭心症は特定疾病保険金の支払対象となりますか？

Ａ：なりません。

Ｑ：同じ『生前給付型』の保険であるリビング・ニーズ特約とはどう違うのですか？

Ａ：特定疾病保険金との最大の相違点は、支払要件となる傷病が限定されていない点です。

	
	特定疾病保障保険
	リビング・ニーズ特約

	契約形態
	主契約

（定期タイプ・終身タイプ）
	特約

	保険金額
	特定疾病保険金額

最高2,000万円
	特約保険金額

（主契約・特約の死亡保険金の一部または全部）

最高3,000万円

	保険料
	あり
	なし

	支払事由
	がん、急性心筋梗塞、脳卒中に罹患し所定の事由に該当したとき
	余命６か月以内と診断されたとき










































































































































































































































































個人保険・商品解説書


特定疾病保障保険



























































































































































































































































特定疾病


保険金


500万円





▲


債権者等による


解約請求











▲


保険金の支払事由





⇒契約は消滅





１か月





▲


受取人が� 解約返戻金相当額を


債権者等に支払う等





死亡保険金


500万円





▲


債権者等による


解約請求





交通事故死亡





⇒ 契約は継続





１か月








   保険金額500万円





 ←契約消滅


死亡








特定疾病


保険金


500万円





 


  ←契約消滅














特定疾病


保険金


500万円

















   保険金額500万円





胃がん診断確定





急性心筋


梗塞の診療を受ける





▲


債権者等による


解約請求





自動更新




















90歳まで


自動更新











自動更新











  ←契約消滅











   保険金額500万円


65日間入院後自宅療養中





○死亡保険金


○特定疾病保険金


○高度障害保険金





急性心筋


梗塞の診療を受ける





○死亡保険金


○特定疾病保険金


○高度障害保険金





急性心筋梗塞で


所定の手術を受けた





   保険金額500万円











  ←契約消滅





５年ごと積立配当金





⇒ １か月後に契約は消滅





１か月
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